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◎学校及び救護施設指定取扱規則の一部改正について（施行日：令和元年８月１日） 

学校及び救護施設指定取扱規則（昭和 62 年４月北海道旅客鉄道株式会社公告第２号）の一

部を次のように改正し、令和元年８月１日から施行する。 

 

令和元年７月 17 日 

北海道旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長    

島田 修      

 

第 21条を次のとおり改める。 

（指定救護施設の定義） 

第 21 条 この規則において「指定救護施設」とは、次の各号の１に該当する施設で、旅客

鉄道会社の指定を受けたものをいう。 

⑴ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 12 条の４に規定する児童相談所附設の一

時保護所並びに社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第２条に規定する救護施設・施

療施設及び宿泊提供施設。ただし、次に規定する施設を除く。 

イ 社会福祉法第２条第２項第１号の規定による施設のうち、生活保護法（昭和 25年

法律第 144 号）第 38 条に規定する授産施設 

ロ 社会福祉法第２条第２項第３号の規定による施設のうち、老人福祉法（昭和 38年

法律第 133 号）第５条の３に規定する老人デイサービスセンター及び老人福祉セン

ター 

⑵ 少年院法（平成 26 年法律第 58 号）第３条に規定する少年院及び少年鑑別所法（平

成 26年法律第 59 号）第３条に規定する少年鑑別所 

⑶ 更生保護法（平成 19年法律第 88 号）第 29 条に規定する保護観察所 

 

第 22 条第３号中「前条第１号から第４号までに規定」を「前条第１号」に改める。 

 

第 24 条第２項中「第 21 条第１号から第４号」を「第 21 条第１号」に、「同条第５号の施

設」を「同条第２号の施設」に、「同条第６号の施設」を「同条第３号の施設」にそれぞれ

改める。 


